
令和７年度 船橋市食品ロス削減推進計画

行動計画（実績暫定版）

食品ロス　２ 食品ロス　３

現在の取り組み 現在の取り組み

ごみの減量に関する

周知啓発
食育を通じた周知啓発

防災備蓄品等の適切な管理 食育推進計画の推進

危機管理課 地域保健課

計画
周知延回数

10回

周知延回数

230回

周知延回数

10回

周知延回数

236 回

1 1

周知媒体数：

15媒体

・食品ロスに関する説明や食品ロス削減に関する取り組みについて広く情報提供を行う。

・10月が「食品ロス削減月間」であり食品ロス削減の取り組みを推進することを周知する。

【周知内容】

・食品ロス発生量 ・消費期限、賞味期限の違い

・食品ロス削減に向けた取り組みの紹介（フードドライブ）等

【周知媒体】

①市HP【常時　②広報ふなばし【6,10,2月　③リサちゃんだよりプラス【10月　④環境パネル展展示【6月】

⑤SNS（X）【6,10,2月】　⑥デジタルサイネージ【6,10,2月】

⑦ふなっぷ【6,10,2月】　⑧ごみ分別アプリ（さんあ～る）【6,10,2月】

⑨ふなばし情報メール【６,10,2月】

⑩公共施設での食品ロス削減パネル展【10月】　⑪民間施設での食品ロス削減パネル展【10月】

⑫公共施設でのポスター掲示【10月】　⑬民間施設でのポスター掲示【10月】

⑭ケーブルテレビ（ＪＣＯＭ）【10月】　⑮食育展パネル【6月】
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食品ロス　１

現在の取り組み

ごみの減量に関する

周知啓発

食品ロス削減に向けた情報提供

資源循環課

施策番号

担当課

事業名

区分

事業実施状況

実績

令

和

7

年

度
内容

食料品等の消費期限の管理を徹底し、普段の生活で消費する、

「ローリングストック法」をうまく活用するなどをホームページ等

で周知・啓発する。

【周知内容】

・ローリングストック法による備蓄方法の周知

・庁内・自主防災組織に対して期限切れ前の備蓄品利活用に関する

案内

【周知媒体】

・市ホームページ（随時）・防災啓発講座及びイベント（随時）

・広報ふなばしでの周知（随時）・自主防災組織へ案内（５月）

・ふなばしポータル掲示板へ掲載（随時）

・市内の学校へ案内（５月）

・防災冊子へローリングストック法の掲載（随時）

食育関連事業等を活用し、食品ロス削減について

周知を行う。

①食育月間（６月）の食育展でポスター掲示と

フードドライブを実施予定（保健福祉センター、

イオンモール船橋※フードドライブはイオンモー

ル船橋のみ）【3回】

②幼児健診会場でのポスター掲示による周知

【220回】

③食品ロス削減につながるレシピを市ホームペー

ジで紹介【新規掲載3件】

④食品ロス削減推進月間（１０月）に市ホーム

ページ「ふなばしの食育」で周知【1回】

⑤10月の食品ロスパネル展示にてポスター掲示

を実施【3回】

周知媒体数：

18媒体

・食品ロスに関する説明や食品ロス削減に関する取り組みについて広く情報提供を行う。

・10月が「食品ロス削減月間」であり食品ロス削減の取り組みを推進することを周知する。

【周知内容】

・食品ロス発生量 ・消費期限、賞味期限の違い

・食品ロス削減に向けた取り組みの紹介（フードドライブ）等

【周知媒体】

①市HP【常時　②広報ふなばし【6,10,2月　③リサちゃんだよりプラス【10月　④環境パネル展展示【6月】

⑤SNS（X）【6,10,2月　⑥デジタルサイネージ【6,10,2月】

⑦ふなっぷ【6,10,2月　⑧ごみ分別アプリ（さんあ～る）【6,10,2月】

⑨ふなばし情報メール【６,10,2月】　⑩本庁舎入口メガフォト【10月】

⑪公共施設での食品ロス削減パネル展【10月】　⑫民間施設での食品ロス削減パネル展【10月】

⑬公共施設でのポスター掲示【10月】　⑭民間施設でのポスター掲示【10月】

⑮ケーブルテレビ（ＪＣＯＭ）【10月】　⑯地域情報サイト（まいぷれ）【10月】

⑰タウン誌（Myfuna）【10月】　⑱食育展パネル【6月】

評価

内容

食料品等の消費期限の管理を徹底し、普段の生活で消費する、

「ローリングストック法」をうまく活用するなどをホームページ等

で周知・啓発する。

【周知内容】

・ローリングストック法による備蓄方法の周知

・庁内・自主防災組織に対して期限切れ前の備蓄品利活用に関する

案内

【周知媒体】

・市ホームページ（随時）・防災啓発講座及びイベント（随時）

・広報ふなばしでの周知（随時）・自主防災組織へ案内（５月）

・ふなばしポータル掲示板へ掲載（随時）

・市内の学校へ案内（５月）

・防災冊子へローリングストック法の掲載（随時）

食育関連事業等を活用し、食品ロス削減について

周知を行う。

①食育月間（６月）の食育展でポスター掲示と

フードドライブを実施（保健福祉センター、イオ

ンモール船橋※フードドライブはイオンモール船

橋のみ）【3回】

②幼児健診会場でのポスター掲示による周知

【222回見込】

③食品ロス削減につながるレシピを市ホームペー

ジで紹介【新規掲載7件見込】

④食品ロス削減推進月間（１０月）に市ホーム

ページ「ふなばしの食育」で周知【1回】

⑤食品ロスパネル展示（１０月）にてポスター掲

示を実施【3回】

評価
数値目標がない取り組み

（進捗状況）

1 予定（計画）どおり進んでいる

2 概ね予定（計画）どおり進んでいる

3 あまり予定（計画）どおり進んでいない

4 予定(計画）どおり進んでいない

数値目標がある取り組み
（数値達成率）

100%以上

80%以上100%未満

60%以上80%未満

60%未満

資料３



計画

施策番号

担当課

事業名

区分

事業実施状況

実績

令

和

7

年

度
内容

評価

内容

食品ロス　４ 食品ロス　５ 食品ロス　６ 食品ロス　８

現在の取り組み 現在の取り組み 現在の取り組み 現在の取り組み

食育を通じた周知啓発 食育を通じた周知啓発 事業者へのアプローチ 発生した食品ロス対策

園児への食育 児童生徒への食育 ふなR連携事業者認定
防災備蓄品（食料・飲料水）の有

効活用

保育運営課 保健体育課 廃棄物指導課 危機管理課

園児への指導

保護者への情報提供

公立保育園27園

食育だより等による周知　各校１

回

食品ロスの削減での

新規認定件数：３件
適宜:防災備蓄品の利活用

園児への指導

保護者への情報提供

公立保育園27園

食育だより・献立表掲載学校数69

校（83％）

新規認定件数：8件

（食品ロスの削減項目における認定総件

数：22件）

適宜:防災備蓄品の利活用

1 2 1 1 1

資源循環課

フードドライブイベント

実施回数

3回（常設を除く）

・家庭や職場などで余った食材を集め、フードバンク団体へ寄付するフードドライブイベントを実施すること

で、食品ロスの発生量を削減する。

・引き続き資源循環課とふなばしメグスパで、通年での食品寄付受付を行う。

【受付場所】（常設）

・ふなばしメグスパ

・市役所本庁舎４階資源循環課

【受付場所】（期間限定）

・各公民館（26館）

【開催時期】

・6月・10月・2月

フードドライブイベント

実施回数 3回（常設を除く）

家庭や職場などで余った食材を集め、フードバンク団体へ寄付するフードドライブを実施した。

【受付場所】

・各公民館（休館中の公民館を除く）・ふなばしメグスパ・市役所資源循環課

・船橋駅前総合窓口センター（10、2月）・東図書館（10、2月）

・商工会議所2階（2月）※中央公民館移転先

【開催時期】

　①6月（16日～30日）  回収量　 275.8ｋｇ　②10月（16日～31日）回収量　 272.0ｋｇ

　③2月（1日～15日）　 回収量（今後報告予定）

【周知媒体】

・市ホームページ（6,10,2月）・広報ふなばし（6,10,2月）・リサちゃんだよりプラス（10月）

・SNS（Twitter）（6,10,2月）・デジタルサイネージ（本庁舎モニター、各サイネージ）（6,10,2月）

・さんあ～る（6月、10、2月）・ふなばし情報メール（6、10、2）

資源循環課とふなばしメグスパで、通年での受付を行った。

合計（常設＋イベント分）　833.5ｋｇ　※11月末時点

食品ロス　７

現在の取り組み

発生した食品ロス対策

フードドライブ

賞味期限のある備蓄食料品等の更

新・入れ替えの際に、回収した備

蓄食料品等を廃棄しないため、町

会・自治会等の自主防災組織、

フードバンクや市内の保育園等の

希望する団体に配布する。

【主な配布先】

・自主防災組織（町会・自治会

等）

・各種防災イベント

・庁内

・フードバンク

・市内保育園　　等

・園児には、食の大切さと食への興味関

心が持てるよう野菜栽培や食育、栄養指

導を行う。また、保護者に対しては、家

庭での食品ロス削減に向けて情報を提供

する。

・残菜を減らし、喫食率を上げるための

献立検討

【周知方法】

・給食だより【10月】

・壁新聞　　【10月】

・食育媒体　【10月】

児童生徒および保護者に対し、食

品ロスに関する情報提供を行う。

【時期】

・６月５日　環境の日

・10月  食品ロス削減月間、世界食

料デー月間

・10月16日　世界食料デー

【方法】食育だよりや給食メモを

通じた周知、啓発

事業者訪問や立入時に「ふなR連携事業者認

定制度」のPRを行い、認定事業者の増加を

目指す。

また、認定事業者のPRやふなR連携事業者

認定制度自体のPRのため、認定事業者との

協働での事業実施も継続して実施できるよ

う調整する。

・園児には、食の大切さと食への興味関

心が持てるよう野菜栽培や食育、栄養指

導を行う。また、保護者に対しては、家

庭での食品ロス削減に向けて情報を提供

する。

・残菜を減らし、喫食率を上げるための

献立検討、食育活動

【周知方法】

・給食だより【10月】

・壁新聞　　【10月】

・食育媒体　【10月】

・6月および10月の食育だより等を

通じて、情報提供を行った。

・ふなR連携事業者認定制度について、事業

用大規模建築物の立入の際に、チラシを活

用して制度の概要や認定を受けることのメ

リットをPRし、8件の新規認定に繋げた。

さらに、令和7年10月25日に実施した食品

ロス削減フェアにて、認定制度に関するパ

ネルを展示することで制度の普及を図っ

た。

・連携事業者と協働で「工場見学×環境学

習」と題し、事業実施を行った。

市内食品製造業者の工場見学と併せて、そ

の事業者が行う環境に関する取組説明、市

の食品ロス削減に関する取組説明を行っ

た。連携事業者に関しては市のホームペー

ジでのPRだけでなく、食品ロス削減フェア

にて連携事業者一覧や取組紹介のパネルを

展示し、多くのイベント来場者に対し、PR

を行った。

賞味期限のある備蓄食料品等の更

新・入れ替えの際に、回収した備

蓄食料品等を廃棄しないため、町

会・自治会等の自主防災組織、

フードバンクや市内の保育園等の

希望する団体に配布する。

【主な配布先】

・自主防災組織（町会・自治会

等）

・各種防災イベント

・庁内

・フードバンク

・市内保育園　　等



計画

施策番号

担当課

事業名

区分

事業実施状況

実績

令

和

7

年

度
内容

評価

内容

食品ロス　９ 食品ロス　１０ 食品ロス　１１ 食品ロス　１３

現在の取り組み 現在の取り組み 現在の取り組み 現在の取り組み

発生した食品ロス対策 市民へのアプローチ 市民へのアプローチ 事業者へのアプローチ

防災備蓄品（食料・飲料水）の有効活用 消費者講座 防災教育との連携 事業者への指導

資源循環課 消費生活センター 保健体育課 廃棄物指導課

啓発物品の活用：

5イベント等

消費者講座の開催：1回

周知延回数 4回

防災備蓄食料品

学校給食での活用：20校

授業での活用：15校

食品衛生責任者実務講習会への参加：１８回

食品営業許可新規講習会への参加：６回

啓発物品の活用：

7イベント等

消費者講座の開催：1回

周知延回数 6回

防災備蓄食料品

学校給食での活用：17校

授業での活用：21校

食品衛生責任者実務講習会への参加：１8回

食品営業許可新規講習会への参加：3回

（R8.1.16以降実施回も含む）

1 1 2 1

保健体育課、指導課

食品ロス　１２

現在の取り組み

市民へのアプローチ

教科等における指導

（授業展開）

市内小・中学校

市内小中学校８１校中７７校実施

・小学校家庭科

①無駄なく食材を使う②賞味期限と消費期限③余計に買いすぎないことが食品ロスにつながる

・小学校総合的な学習の時間

①環境問題でごみを減らす１つとして食品ロスを考える

②給食の残菜率から、残菜を減らすためにできることを考え実践する

・小学校特別活動

①残さず食べる、感謝の気持ちからクラス目標を考える

②食べる量やバランスを振り返り、これからできることのめあてを持つ

・小学校社会科

①スーパーマーケットの学習で手前取り

②ごみ処理の学習で食品ロスを減らすために何ができるか考える

・小学校道徳

①生き物の命をいただくことへの感謝と食べきることの大切さ

・小学校生活科

①収穫体験から育てた人への思いや食べ物の大切さを学ぶ

・中学校技術・家庭科

①食品の表示で賞味期限と消費期限の学習 ②持続可能な食生活でフードロスや生ごみの削減の実践

方法 ③調理実習で効率よく食品を使い切る工夫

・中学校社会科

①SDGsの学習で世界の貧困率に触れながら食品ロスのポスター作製と掲示

備蓄食料品について、環境啓発における啓

発物品としての活用を行うことで、環境配

慮への気運を高めるとともに食品ロスの発

生を防ぐ。

なお備蓄食料品の活用については、防災食

料品の更新時の余剰量に応じて、イベント

等での配布を行う。

①ふなばし三番瀬環境学習館校外学習

②清掃工場見学

③夏休み親子見学会（8月）

④環境部所管施設（ふなばしメグスパ、ふ

なばし三番瀬環境学習館）利用者

⑤エコカレッジ受講生

専門家による食品ロスに関する講

座を開催する。

【開催時期】10月

【周知媒体】

・広報（10月1号掲載依頼予定）

・市ホームページ（10月）

・チラシ（10月）：消費生活セン

ターカウンターに設置

・ふなばし情報メール（10月）

・各講習会にて事業系一般廃棄物の減量手法の説明を

行う。また、令和６年度同様に個別業種向けの食品衛

生講習会にも参加し、更なるPRを図る。

・引き続き食品リサイクルを実施する施設へ立ち入り

を行う。また市ホームページでも食品リサイクルの概

要や施設の紹介を行い、ＰＲを行う。

・賞味期限前の防災備蓄品を学校

給食用食材として料理に使用、教

材として授業に活用し、これらの

取り組みについて、児童生徒およ

び保護者に献立表、お便り等で周

知を図る。

・学習指導要領の内容に則り、学習者の年齢や発達段階に応じて、小・中学校共に家庭科の「（B）

衣食住の生活」に関する学習活動の充実を推進るとともに、指導・支援を行う。

・総合的な学習や特別活動の時間との関連を図りながら、学校全体での取り組みの充実を図ってい

く。

2

下記のイベント等で防災備蓄品の配布を

行った。

①ふなばし環境フェア（6月）

②清掃工場見学・エコカレッジ受講生（7

月）

③夏休み親子見学会（8月）

④授業補助（小学校）

⑤消費者講座（10月）

⑥食品ロス削減フェア（10月）

⑦ふなばし三番瀬環境学習館利用者（10

月）

専門家による食品ロスに関する講

座を開催した。

【開催時期】10月

【周知媒体】

・広報（10月1日号掲載）

・市ホームページ（10月）

・チラシ（10月）：消費生活セン

ターカウンターに設置

・ふなばし情報メール（10月）

・食品ロスポスター掲示（10

月）：フェイスビル５階エスカ

レーター脇及び市役所本庁舎１階

らせん階段周りにて掲示

・賞味期限前の防災備蓄食料品を

活用した料理を給食で提供、また

は授業で食品ロス・防災について

取り上げ、そのことについて、献

立表・食育だよりに記載し、児童

生徒および保護者に対し、食品ロ

スに関する情報提供を行った。

・保健所で開催された全ての「食品衛生責任者実務講

習会」及び「食品営業許可新規講習会」に参加し、事

業系一般廃棄物の適正処理、減量、食品ロスの削減に

関する説明を行った。

・市内事業系一般廃棄物収集運搬業者が搬入する食品

リサイクル施設の現地確認を行った。また、市ホーム

ページでも食品リサイクルの概要や施設の紹介を行

い、PRを行った。



計画

施策番号

担当課

事業名

区分

事業実施状況

実績

令

和

7

年

度
内容

評価

内容

食品ロス　１５ 食品ロス　１６

現在の取り組み 新たな取り組み

事業者へのアプローチ 市民へのアプローチ

小中学校での授業補助

農水産課 資源循環課

周知団体数：4団体 市内小・中学校

周知団体数：4団体
小学校：２０校

中学校：１校

1 2 1

食品ロス　１４

現在の取り組み

事業者へのアプローチ

商工振興課

食品関連事業者への周知・啓発

本市職員により市内小・中学校での授業補助

を通じて、生徒に食品ロス削減を周知啓発す

る。

食品ロス削減に資する返礼品取扱い：5品

共同ビジネスマッチング事業等を通じ、事業者に食品ロスとなる見込みの食品がある場合は、フードバンクへ

寄附を検討することを周知・啓発する。

またふるさと納税返礼品において、食品ロス削減に資する商品を取り扱うことを推進する。

食品ロス削減に資する返礼品取扱い：5品

農業者に規格外の農産物の加工やフードバン

ク活動に関する周知・啓発を図る。

【周知団体】

JAいちかわ

JAちば東葛

船橋市農業青少年クラブ

船橋市漁業協同組合

本市職員により市内小・中学校での授業補助

を通じて、生徒に食品ロス削減を周知啓発を

行った。

以下の団体に規格外の農産物の加工やフード

バンク活動に関する周知を行った。

【周知団体】

JAいちかわ

JAちば東葛

船橋市農業青少年クラブ

船橋市漁業協同組合

食品製造の過程で生じた副産物を飼料として

使うエコフィードに積極的に取り組んだ農業

者もみられ、食品リサイクルによる食品ロス

削減と資源の有効活用が図られた。

・共同ビジネスマッチング事業者のなかで食品ロスとなる見込みの食品がある場合は、フードバンクふなばし

への寄贈を検討するよう、商工会議所に対し周知協力の依頼を行った。

・ふるさと納税返礼品新規取扱事業者の募集をする際に、規格外品を原材料とした商品等の食品ロス削減に繋

がるものの返礼品取扱いについても併せて呼び掛けを行った。

　なお、食品ロス削減に資する返礼品として今年度下記の品を取り扱っている。

１．「９６３クラムチャウダー」

規格外のために廃棄されてしまうホンビノス貝を使用したクラムチャウダー

２．「梨シードル」

規格外のために廃棄されてしまう梨を使用したシードル

３．「船橋にんじんカレー」

規格外のために廃棄されてしまう「船橋にんじん」を使用したカレー

４．「いちふなパウンドケーキ」

規格外のために廃棄されてしまう梨を使用したパウンドケーキ

５．「訳あり　おまかせパンセット」

店舗で余ってしまい販売に至らなかったパンの詰め合わせ


